
土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により届出のあった東山湖土地改良区（御殿場

市）の退任及び就任した役員を次のとおり公告する。

令和６年５月17日

静岡県知事職務代理者

静岡県副知事 森 貴 志

１ 退任役員

２ 就任役員

役 職 住 所 氏 名

理 事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

御殿場市東山 740

〃 東山 220

〃 東山 689

〃 東田中 1504

〃 東山 563

〃 東山 501－３

〃 東山 335

〃 東山 853

横 山 良 和

小宮山 弘幸

山 﨑 哲 央

勝 又 俊 彦

芹 澤 静 夫

薮 田 毅

長 田 俊 二

勝 俣 久 功

監 事

〃

〃

〃

御殿場市東山 362

〃 東山 342－３

〃 東山 939－５

〃 東山 720－１

鈴 木 正 和

長 田 光 一

勝 俣 一 男

井 上 大 治

役 職 住 所 氏 名

理 事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

御殿場市東山 362

〃 東山 220

〃 東山 689

〃 東山 905

〃 東山 556－1

〃 東山 335

〃 東山 563

〃 東山 567

鈴 木 正 和

小宮山 弘幸

山 﨑 哲 央

勝 野 孝 道

鈴 木 順

長 田 俊 二

芹 澤 静 夫

鈴 木 幸 雄

監 事

〃

〃

〃

御殿場市東田中 1504

〃 東山 939－５

〃 東山 853

〃 東山 1035－２

勝 又 俊 彦

勝 俣 一 男

勝 俣 久 功

小宮山 雄三


